
【指定緊急避難場所・指定避難所の一覧】
※ 令和８年6月現在の一覧です。 ●「指定緊急避難場所」の指定

台風 洪水 土砂災害 地震

1 上秋月コミュニティセンター 上秋月1373-1 25-0457 〇 〇 〇 〇 〇

2 秋月小学校 ⾧谷山50 25-0455 〇 〇 ✖ 〇 〇 ●「指定避難場所」の指定
3 秋月中学校 秋月野鳥663 25-0456 〇 〇 ✖ 〇 〇

★ 安川コミュニティセンター 千手805-1 22-2017 〇 ✖ 〇 〇 〇

4 甘木小学校 甘木1945 22-2710 〇 〇 〇 〇 〇

5 フレアス甘木 甘木764-21 22-2117 〇 〇 〇 〇 〇

6 ピーポート甘木 甘木198-1 22-0001 〇 〇 〇 〇 〇

7 甘木総合隣保館 甘木1373-2 22-6294 〇 ✖ 〇 〇 〇

8 立石コミュニティセンター 頓田205-1 22-2101 〇 〇 〇 〇 〇

9 甘木・朝倉消防署 一木18-20 22-0119 〇 〇 〇 〇 〇

10 立石小学校 頓田380-1 22-2463 〇 〇 〇 〇 〇

11 甘木中学校 堤1430-1 22-2424 〇 〇 〇 〇 〇

12 馬田コミュニティセンター 馬田1286 22-2140 〇 ✖ 〇 〇 〇

13 馬田小学校 馬田1243 22-2570 〇 ✖ 〇 〇 〇

14 キリンビール㈱福岡工場体育館 馬田3702 23-2111 〇 〇 〇 ✖ 〇

15 福田コミュニティセンター 小隈219-1 22-2158 〇 〇 〇 〇 〇

16 福田小学校 小田450 22-2452 〇 〇 〇 〇 〇

17 南陵中学校 平塚1519 22-2076 〇 〇 〇 〇 〇

18 蜷城コミュニティセンター 林田242 22-3004 〇 ✖ 〇 〇 〇

19 蜷城小学校 林田220 22-3011 〇 ✖ 〇 〇 〇

20 金川コミュニティセンター 屋永3266 22-2242 〇 〇 〇 〇 〇

21 金川小学校 屋永3148 22-2350 〇 〇 〇 〇 〇

22 三奈木コミュニティセンター 三奈木4260-6 22-3114 〇 〇 〇 〇 〇

23 三奈木小学校 三奈木4564 22-3120 〇 〇 〇 〇 〇

24 十文字中学校 三奈木3710 22-3106 〇 〇 〇 〇 〇

25 美奈宜の杜コミュニティセンター 美奈宜の杜5-12-20 21-1600 〇 〇 〇 〇 〇

26 高木コミュニティセンター 黒川3972-1 29-0750 〇 〇 〇 〇 〇

27 朝倉地域生涯学習センター 宮野1997 52-1112 〇 〇 〇 〇 〇

28 朝倉体育センター 宮野2000-1 52-3160 〇 〇 〇 〇 〇

29 比良松中学校 宮野2030 52-1121 〇 〇 〇 〇 〇

30 朝倉東小学校 須川2680 52-1141 〇 〇 〇 〇 〇

31 大福小学校 大庭3594 52-1151 〇 ✖ 〇 〇 〇

32 朝倉老人福祉センター 宮野2047-1 52-0154 〇 〇 〇 〇 〇

33 らくゆう館 杷木池田483-1 62-0178 〇 〇 〇 〇 〇

34 杷木小学校 杷木寒水175 62-0107 〇 〇 ✖ 〇 〇

35
旧久喜宮小学校体育館

(久喜宮地域防災拠点施設）
杷木久喜宮865-1 62-0018 〇 ✖ 〇 〇 〇

36 志波地域防災拠点施設 杷木志波4669-1 62-3920 〇 〇 〇 〇 〇

37 杷木中学校 杷木池田822-1 62-1045 〇 〇 ✖ 〇 〇

38 サンライズ杷木 杷木久喜宮1685 62-0212 〇 ✖ 〇 〇 〇

39 朝倉光陽高校 杷木古賀1765 62-1417 〇 ✖ 〇 〇 〇

※ 指定緊急避難場所の災害ごとの「指定（〇）」「不指定（×）」はありますが、避難所の開設は種別・規模・状況によって判断します。 【問い合わせ先】
※ R8年１月から追加した避難所は、「★」で表示しています。朝倉市地域防災計画の改正にあわせて番号表示に修正を行います。
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災害が発生しても、すべての避難所が開設されるとは限りませんので災害時の情報にご注意ください。

朝倉市防災交通課  TEL：0946-22-1111 FAX：0946-22-0418 E-mai：bou-syoubou@city.asakura.lg.jp
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指定避難所
 異常な現象の種類ごとに、当該災害の危険から緊急に逃れるための「指定緊急避難場所」を指定することによ

り、円滑かつ安全な避難を促進します。災害が発生し、または発生するおそれがある場合の”安全確保”を第一の

目的とします。
上秋月

秋月

安川
 被災者は避難のために必要な間滞在させるための「指定避難所」を指定します。

 災害が発生した場合、または発生後の”滞在場所の確保”を第一の目的とします。

甘木

立石

朝倉市では、基準にもとづき、従来の「市指定避難所」を「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を兼ねるか

たちで位置づけて、災害ごとの「指定緊急避難場所」の指定を行いました。いざというときにあわてることの

ないように、事前に避難場所を確認しておきましょう。

地区 № 避難所名 住所 電話番号
指定緊急避難場所

事前の

ご確認を！
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